
東大阪市の介護予防・日常生活支援
総合事業について

（市民向け説明会資料）（市民向け説明会資料）

平成２８年１０月

東大阪市福祉部高齢介護室

地域包括ケア推進課
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現時点における考え方であり、今後内容に変更等が生じることもございます。予めご了承ください。



① 東大阪市の高齢者の現状と将来推計
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高齢者人口の将来推計 いきいき長寿TRYぷらんⅦより
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② 介護予防・日常生活支援総合事業の概要
★平成２９年４月１日から、要支援１・２の方が利用している「介護予防訪問介護
（ホームヘルプ）」と「介護予防通所介護（デイサービス）」が、全国一律の基準（介
護予防給付）から、東大阪市の介護予防・日常生活支援総合事業（地域支援事
業）へと移行します。

この事業では介護事業所に加えて、市民ボランティア等の支え合いによる高齢
者支援を充実していきます。

介護予防・日常生活支援総合事業の構成

現行
制度改正後
H２９．４．１～

介護給付（要介護１～５） 介護給付（要介護１～５）

介護予防給付
（要支援１・２）

介護予防給付（要支援１・２）訪問看護・
福祉用具等

訪問介護・
通所介護

介護予防・日常生活支援総合事業
（要支援１・２、基本チェックリスト該当者）

●介護予防・生活支援サービス事業
・訪問型サービス
・通所型サービス 等

変わりません

変わりません

平成２９年
４月１日から
移行します
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介護予防・日常生活支援総合事業の利用の流れ

６５歳以上のすべての高齢者

要介護認定 基本チェックリストを実施

要介護
１～５
の方

要支援
１・２の
方

非該当
の方

事業対象者
自立した生活

日常生活に
不安を感じる・・・

介護予防
がしたい！

（地域包括支援センターにて、生活機能等の状
況を確認します。）

※相談者の状態を確認し、必要な支援に向けて手続きします。

（生活機能の低下等
がみられた人）

自立した生活
が送れる方

介護サービスの
ケアプランを作成

介護予防サービスや、
介護予防・生活支援サービスの

ケアプランを作成

介護サービス
を利用

介護予防サービ
スを利用

介護予防・生活支援サービス事業を利用 一般介護予防事業を利用
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介護予防・生活支援サービス
のケアプランを作成

訪問介護・通所介護が必要訪問看護・
福祉用具等が必要

介護サービス・
介護予防サービス

介護予防・日常生活支援総合事業



基本チェックリストの実施について

新規申請
サービス利用希望者

要介護要支援認定申請

基
本
チ

（
１
）
要
支
援

更
新

①介護予防訪問介護と介護予防通所介護のみ利用し
ている

＋

②介護予防訪問介護と介護予防通所介護以外の利用
を予定していない（希望していない）

＋

※明らかな「自立」の場合を除く

原則として、新規にサービスの利用を希望される方には、要介護要支援認定申請をして頂くようご案内します。
要支援の認定を受けている方が、更新申請をする場合等に基本チェックリストの実施をご案内します。

該
当

介
護
予
防
・生
活
支
援

サ
ー
ビ
ス
事
業※

6

チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
実
施

援新
申
請

＋

③状態が安定している（急な状態の悪化がない・サービ
ス利用をしていない等） 等の場合

（２）介護認定が「非該当」で総合事業の利用を希望する方

（３）新規申請であるが、基本チェックリストでの判定を希望される方

※「事業対象者」の有効期間については設定しませんが、利用者の状態等の変化に応じて適宜基本チェックリストの実施や要
介護要支援認定申請のご案内を行います。

※基本チェックリストの基準に該当し事業対象者になった方は、介護予防ケアマ
ネジメント等に基づいて介護予防・生活支援サービスの利用が望ましいと判断さ
れた場合に、サービスが利用できます。

非
該
当

援

一
般
介
護
予
防
事
業



（参考資料）基本チェックリスト
厚生労働省ガイドラインより
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◇訪問型介護予防サービス（ホームヘルプサービス）

【内容】 ホームヘルパーがご自宅を訪問し、食事や入浴な
ど、自力では困難な行為に対して日常生活上の支援を行
います。※本人のみに対してのサービス

介護予防・生活支援サービス事業

訪問型サービス ※現行の介護予防訪問介護サービス
に相当します。

います。※本人のみに対してのサービス

【自己負担】 １割または２割

●費用のめやす（１ヶ月につき）：１割負担の金額

週１回程度の利用 １，２５０円

週２回程度の利用 ２，４９９円

週２回を超える程度の利用（要支援２相当の方のみ） ３，９６４円
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◇訪問型生活援助サービス

【内容】 利用者の自立した生活を支援するために、
事業者（市が実施する介護の研修の受講者）が
ご自宅を訪問し、利用者と一緒に、掃除や洗濯などを行
います。
※１回４５分程度（本人のみに対してのサービス）
※身体介護はありません。

【自己負担】 １割または２割

新たなサービス（担い手を募集します）

●費用のめやす（１回につき）：１割負担の金額

9

・週１回程度の利用の場合
・週２回程度の利用の場合
・週２回を超える程度の利用の場合
（要支援２相当の方のみ）

２１４円



◇訪問型助け合いサービス

（市民ボランティア等による支援）

【内容】 市民ボランティア等による、定期的な声かけや見守り、
ゴミ出しなどの日常のちょっとした生活支援をうけることができ
ます。

※１回１５分程度、見守り訪問を行いながら玄関先でのちょっとした生活支援
（例：ゴミ出し、古紙運搬、簡単な修繕、文書の代読など）を行います。

新たなサービス（担い手を募集します）

（例：ゴミ出し、古紙運搬、簡単な修繕、文書の代読など）を行います。

【支援者】 市が実施する介護の研修を受講した市民ボランティ
ア等

【自己負担】 １回 ２５円（月４回分までの金額）
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◇通所型介護予防サービス（デイサービス）

【内容】 通所介護施設（デイサービスセンター）で、食事や
入浴などの日常生活上の支援や、運動器の機能向上、栄
養改善、口腔機能向上のための支援を行います。

※１日おおむね３時間以上

通所型サービス ※現行の介護予防通所介護サービス
に相当します。

※１日おおむね３時間以上

【自己負担】 １割または２割

●費用のめやす（１ヶ月につき）：１割負担の金額

※送迎、入浴を含む要支援１相当の利用者 １，７２２円

要支援２相当の利用者 ３，５２９円
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◇通所型短時間サービス

（ミニデイサービス）

【内容】 通所介護施設（デイサービスセンター）などで、

生活機能の向上のための簡単な運動を行います。

※１日３時間程度（休憩等含む） 原則食事と入浴はありません。

【自己負担】 １割または２割

●費用のめやす：１割負担の金額

新たなサービス（担い手を募集します）

●費用のめやす：１割負担の金額

要支援１・
事業対象者

１月につき 送迎なし ９８５円

１月につき 送迎あり １，３７８円

要支援２・
事業対象者

１月につき 送迎なし ２，０３８円

１月につき 送迎あり ２，８２４円
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◇通所型つどいサービス
（市民ボランティア等による通所型サービス）

【内容】
地域の通いの場などで、地域のボランティア等と一緒に生活機能
の向上のための簡単な運動やレクリエーションなどを受けること
ができます。 ※１回２時間程度

【支援者】
市が実施する介護の研修を受講した市民ボランティア等

新たなサービス（担い手を募集します）

市が実施する介護の研修を受講した市民ボランティア等

【自己負担】 １回 １００円（月８回分までの金額）
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一般介護予防事業

◇65歳以上のすべての高齢者を対象に介護予防の取り組
みを行います。(要介護認定やチェックリストの該当等は問いません。)

●楽らくトライ体操推進員養成講座

楽らくトライ体操の普及や地域の住民が主体となった介護予防活動の育成や支援を行います。

福祉部での現在の主な取り組み

いつまでも健康で若々しく過ごすためのお口の体操やケアを中心に、栄養のお話、運動や
健康相談など様々な内容を盛り込んだ教室です。

●元気歯つらつ教室
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科目名 時間数 項目名 内容例

（１）職務の理解 ２時間 介護保険制度 ●介護保険制度の基本的仕組み
●介護給付 ●予防給付 ●介護予防・生活支援サービス事業
●サービス提供に至るまでの流れ（要介護・要支援認定、基本チェックリスト、
地域包括支援センター、介護支援専門員、ケアプラン）
●仕事内容や働く現場の理解（訪問型サービス）

多様なサービスの理解

仕事内容や働く現場の理解

介護職の役割、専門性と多職種との連携

（２）老化の理解 １時間 老化に伴うこころとからだの変化と日常 ●身体的機能の変化と日常生活への影響
●精神的機能の変化と日常生活への影響

高齢者と健康 ●高齢者の疾病（機能低下）と日常生活上の留意点
●高齢者に多い病気と日常生活上の留意点

（３）認知症の理解 ２時間 認知症を取り巻く状況 （認知症サポーター養成講座の内容により実施）

認知症の基礎と健康管理

認知症に伴う変化と日常生活

家族への支援

③ サービス従事者研修カリキュラム ２日間（１日６時間）
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（４）介護における
コミュニケーション技術

１時間 介護におけるコミュニケーション ●利用者・家族とのコミュニケーション（相手への理解や配慮、傾聴、共感、家
族の心理の理解、信頼関係の形成）
●利用者の障がい（※）等の状況に応じたコミュニケーション
※視力・聴力障がい、失語症、構音障がい、認知症

（５）介護における尊厳の保持、
介護の基本

３時間 人権啓発に係る基礎知識 ●人権について

人権と尊厳を支える介護 ●個人としての尊重 ●尊厳の保持 ●利用者のプライバシーの保護
●QOLの考え方 ●ノーマライゼーションの考え方

介護職の職業倫理

自立に向けた介護 ●介護における自立支援（残存能力の活用、意欲を高める介護、介護予防）

安全の確保とリスクマネジメント ●安全対策、感染対策（リスクマネジメント、事故報告、情報の共有）
※生活援助に関連する対策を例示

介護職の安全 ●介護職の健康管理（ストレスマネジメント、感染症対策）

（６）生活支援技術 ２時間 生活と家事 ●家事援助に関する基礎知識と生活支援（生活歴・価値観の理解、生活援助
のポイント、調理、洗濯、掃除、買物等）
●介護保険の対象外の支援（衣替え、庭掃除等事例紹介）

（７）修了評価と振り返り １時間 筆記試験（選択式）による基本的事項の理解確認と振り返り

計 １２時間

※研修受講者を対象にサービス提供に従事してから一定期間後、現任研修【フォローアップ研修】の実施を検討中



④ 東大阪市介護予防・日常生活支援総合事業
実施時期と移行のポイント

○実施時期
平成２９年４月１日から段階的に実施する。

○対象者
・要支援１、要支援２の方
・６５歳以上の方で、基本チェックリストにより事業対象者と判断された方

○移行時のポイント

・平成２９年３月３１日までに要支援認定を受けた方は、認定更新等までは、従
前の予防給付（介護予防訪問介護・介護予防通所介護）としてサービスを利
用する。

・平成２９年４月１日以降に認定更新等により要支援認定を受けた方が、訪問介
護・通所介護を利用する場合のサービスは介護予防・日常生活支援総合事
業（訪問型サービス・通所型サービス）となる。

※詳しくは次ページをご覧ください。
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移行の時期
（H２８）
年度 平成２９年度 平成３０年度

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5

①認定有効期限
がH29.3.31までの
場合

②認定有効期限
がH29.6.30までの
場合

介護予防・日常生活支援総合事業開始
（H29.4～）

予防
給付 介護予防・生活支援サービス事業

認定更新

予防給付 介護予防・生活支援サービス事業

認定更新

完全実施
（H30.4～）

場合

③認定有効期限
がH30.3.31までの
場合

④新規要支援

⑤認定更新
要介護⇒要支援

⑥新規
事業対象者

予防給付 介護予防・生活支援サービス事業

新規認定

予防給付 介護予防・生活支
援サービス事業

認定更新

介護予防・生活支援サービス事業

基本チェックリスト

介護給付 介護予防・生活支援サービス事業

認定更新

介護予防・生活支援サービス事業

新規認定
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地域包括ケアシステムの姿病気になったら･･･

医 療 介護が必要になったら･･･

介 護

地域包括ケアシステムの構築について

○ 団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年を目途に、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で
自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援が包
括的に確保される体制（地域包括ケアシステム）の構築を実現。

○ 今後、認知症高齢者の増加が見込まれることから、認知症高齢者の地域での生活を支えるためにも、
地域包括ケアシステムの構築が重要。

○ 人口が横ばいで７５歳以上人口が急増する大都市部、７５歳以上人口の増加は緩やかだが人口は
減少する町村部等、高齢化の進展状況には大きな地域差。

○ 地域包括ケアシステムは、保険者である市町村や都道府県が、地域の自主性や主体性に基づき、
地域の特性に応じて作り上げていくことが必要。

いつまでも元気に暮らすために･･･

生活支援・介護予防

住まい

※ 地域包括ケアシステムは、おおむね
３０分以内に必要なサービスが提供さ
れる日常生活圏域（具体的には中学
校区）を単位として想定

■在宅系サービス：
・訪問介護 ・訪問看護 ・通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・短期入所生活介護
・福祉用具
・24時間対応の訪問サービス
・複合型サービス
（小規模多機能型居宅介護＋訪問看護）等

・自宅
・サービス付き高齢者向け住宅等

相談業務やサービスの
コーディネートを行います。

■施設・居住系サービス
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・認知症共同生活介護
・特定施設入所者生活介護

等

日常の医療：
・かかりつけ医、有床診療所
・地域の連携病院
・歯科医療、薬局

老人クラブ・自治会・ボランティア・NPO 等

・地域包括支援センター
・ケアマネジャー

通院・入院
通所・入
所

病院：
急性期、回復期、慢性期

介 護

■介護予防サービス

厚生労働省ガイドラインより
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